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『
漢
書
』
現
代
語
訳 

于 う

公 こ
う
ハ

為 た
リ

二

県

 

ノ

獄 ご
く

史 し

、
郡 ぐ

ん
ノ

決
曹

け
っ
そ
う

一

。 

訳
：
于
公
は
県
・
郡
の
裁
判
を
司
る
役
人
で
あ
っ
た
。 

ａ

決

 

ス
ル
コ
ト

レ

獄
 

ヲ

平
 

ラ
カ
ニ
シ
テ

、 

判
決
が
公
平
で
、 

羅 か
か
ル

二

文
法

 

ニ

一

者

 

モ

、
于
公

 
ノ

所
 

ハ

レ

決

 

ス
ル

皆
不
レ

恨

 

ミ

。 

法
律
を
犯
し
た
者
も
、
于
公
の
判
決
に
は
、
み
ん
な
恨
ま
な
か
っ
た
。 

 

東
海

 

ニ

有

 

リ

二

孝
婦
一

、
少 わ

か
ク
シ
テ

寡 か
ト
ナ
リ

、
亡 な

シ

レ

子 こ

。 

東
海
郡
に
、
孝
行
な
嫁
が
い
る
。
若
く
し
て
未
亡
人
と
な
り
、
子
供
も
い
な
い
。 

養

 

フ
コ
ト

レ

姑 し
う
と
め
ヲ

甚

 

ダ

謹 つ
つ
し
ム

。 

姑
の
世
話
を
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
と
て
も
礼
儀
正
し
く
誠
実
で
あ
っ
た
。 

ｂ

姑
欲 ほ

っ
ス
ル
モ

レ

嫁 と
つ
ガ
シ
メ
ン
ト

レ

之 こ
れ
ヲ

、
終 つ

ひ
ニ

不
レ

肯 が
へ
ン
ゼ

。 

姑
は
嫁
を
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
（
嫁
は
）
最
後
ま
で
（
再
婚
に
）
同
意
し
な
か
っ
た
。 

姑
謂

 

ヒ
テ

二

隣
人

 

ニ

一

曰
、
「
孝
婦
ｃ

事 つ
か
フ
ル
コ
ト

レ

我

 

ニ

勤 き
ん

苦 く
ス

。 

姑
が
隣
人
に
言
う
に
は
「
孝
行
な
嫁
が
、
休
ま
ず
努
力
し
て
私
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
。 

哀

 

レ
ム

二

其

 

ノ

亡

 

ク
シ
テ

レ

子
守

 

ル
ヲ

一
レ

寡

 

ヲ

。 

彼
女
が
、
子
供
が
い
な
い
の
に
独
り
身
を
守
る
の
は
い
た
わ
し
い
。 

我
老

 

イ
テ

、
久

 

シ
ク

累 わ
づ
ら
ハ
ス

二

丁 て
い

壮 そ
う
ヲ

一

、
奈 い

か

何 ん
セ
ン
ト

」
。 

私
は
年
老
い
て
、
長
く
若
者
（
で
あ
る
嫁
）
に
苦
労
を
か
け
て
い
る
。 

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
」 



其
 

ノ

後
姑
自 み

づ
か
ラ

経 く
び
レ
テ

死

 

ス

。
姑

 

ノ

女
む
す
め

告

 

グ
ル
ニ

レ

吏 り
ニ

、 
そ
の
後
、
姑
は
自
分
で
首
を
吊
っ
て
死
ん
だ
。
姑
の
娘
が
役
人
に
告
発
す
る
こ
と
に
は
、 

「
婦 ふ

殺
 

ス
ト

二

我
 

ガ

母

 

ヲ

一

」
。
吏
捕

 

ラ
フ

二

孝
婦

 

ヲ

。 

「
嫁
が
私
の
母
親
を
殺
し
た
」
。
役
人
は
孝
行
な
嫁
を
逮
捕
し
た
。 

孝
婦
辞 じ

ス

レ

不

 

ト

レ

殺

 

サ

レ

姑
 

ヲ

。
吏
験 け

ん

治 ち
ス
ル
ニ

、
孝
婦
自 み

づ
か
ラ

誣 し
ヒ
テ

服 ふ
く
ス

。 

孝
行
な
嫁
は
「
姑
を
殺
し
て
い
な
い
」
と
供
述
し
た
。
（
と
こ
ろ
が
）
役
人
が
取
り
調
べ
る
と
、 

孝
行
な
嫁
は
自
分
で
事
実
を
偽
っ
て
刑
に
服
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

具 ぐ

獄 ご
く

上 た
て
ま
つ
ラ
ル

レ

府 ふ
ニ

。 

裁
判
に
関
わ
る
文
書
一
式
が
郡
の
役
所
に
提
出
さ
れ
た
。 

于
公
以 お

為 も
ヘ
ラ
ク

此

 

ノ

婦
養

 

フ
コ
ト

レ

姑

 

ヲ

十
余
年
、 

于
公
は
「
こ
の
嫁
は
姑
の
世
話
を
す
る
こ
と
十
年
以
上
で
、 

ｄ

以 も
つ
テ

レ

孝 こ
う
ヲ

聞 き
コ
ユ
レ
バ

、
必

 

ズ

不

 

ル

レ

殺

 

サ

也 な
り
ト

。 

孝
行
と
し
て
評
判
だ
。
絶
対
に
殺
し
て
い
な
い
（
は
ず
だ
）
」
と
思
っ
た
。 

太
守

た
い
し
ゅ

不
レ

聴 き
カ

、
ｅ

于
公
争

 

フ
モ

レ

之

 

ヲ

、
弗 ず

レ

能 あ
た
は
ハ

レ

得 う
ル

。 

（
し
か
し
）
郡
の
長
官
は
（
于
公
の
孝
婦
は
無
実
だ
と
い
う
主
張
を
）
聞
き
入
れ
な
い
。 

于
公
は
こ
の
こ
と
を
論
争
し
た
が
、
（
理
解
を
）
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

乃 す
な
は
チ

抱 い
だ
キ

二

其

 

ノ

具
獄

 

ヲ

一

、
哭 こ

く
シ

二

於
府 ふ

上 じ
ょ
う
ニ

一

、 

于
公
は
）
な
ん
と
、
裁
判
に
関
わ
る
文
書
一
式
を
抱
え
た
ま
ま
、
声
を
上
げ
て
泣
き
、 

因 よ
リ
テ

辞

 

シ
テ

レ

疾 し
つ
ト

去

 

ル

。
太
守
竟 つ

ひ
ニ

論

 

ジ
テ

殺

 

ス

二

孝
婦

 

ヲ

。 

 

そ
こ
で
病
気
に
な
っ
た
と
言
っ
て
職
を
去
っ
た
。 

太
守
は
結
局
、
判
決
を
言
い
渡
し
、
孝
行
な
嫁
を
処
刑
し
た
。 



 
郡
中
枯 こ

旱 か
ん
ス
ル
コ
ト

三
年
。
後

 

ノ

太
守
至

 

リ

、
卜 ぼ

く

二

筮 ぜ
い
ス

其

 

ノ

故 ゆ
ゑ
ヲ

一

。 
（
そ
の
後
、
）
郡
中
が
ひ
で
り
に
な
る
こ
と
三
年
。
後
任
の
長
官
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
（
ひ
で

り
の
）
原
因
を
占
っ
た
。 

于
公
曰

 

ハ
ク

、
「
孝
婦
不

 

ル
ニ

レ

当

 

タ
ラ

レ

死

 

ニ

、
前

 

ノ

太
守
彊 し

ヒ
テ

断

 

ズ

レ

之

 

ヲ

。 

于
公
が
言
う
に
は
、
「
孝
行
な
嫁
が
死
罪
に
該
当
し
な
い
の
に
、
前
任
の
長
官
が
無
理
や
り
死
刑

を
断
行
し
た
。 

咎 と
が

党 も
シ
ク
ハ

在

 

ル

レ

是 こ
こ
ニ

乎 か
ト

」
。 

（
ひ
で
り
と
い
う
）
天
罰
の
原
因
と
な
っ
た
罪
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は 

な
い
か
」
と
。 

於

 

イ
テ

レ

是 こ
こ
ニ

太
守
殺

 

シ

レ

牛

 

ヲ

、
自 み

づ
か
ラ

祭

 

リ

二

孝
婦

 

ノ

冢 つ
か
ヲ

一

、 

そ
こ
で
、
長
官
は
（
捧
げ
も
の
と
し
て
）
牛
を
殺
し
、
自
身
で
孝
行
な
嫁
の
墓
を
お
祀
り
し
、 

因

 

リ
テ

表 ひ
ょ
う
ス

二

其

 

ノ

墓 は
か
ニ

一

。 

そ
し
て
墓
に
墓
標
を
立
て
た
。 

天
立 た

ち
ど
こ
ろ
ニ

大

 

イ
ニ

雨

 

フ
リ

、
歳

み
の
り

孰 じ
ゅ
く
ス

。 

（
す
る
と
）
空
か
ら
急
に
大
雨
が
降
り
、
作
物
が
実
り
成
熟
し
た
。 

郡
中
以

 

テ

レ

此 こ
れ
ヲ

大

 

イ
ニ

敬 け
い

二

重 ち
ょ
う
ス

于
公

 

ヲ

一

。 

郡
の
人
々
は
こ
れ
に
よ
っ
て
大
変
于
公
を
尊
敬
し
て
大
切
に
し
た
。 


